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 逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業 利用の流れ 

 

支給決定 

紙おむつ等 

注  文 

紙おむつ等 

納  品 

毎月１０日（土、日、祝日の場合はその前日）までに、

カタログ参照のうえ(株)成玉舎に直接ご注文ください。

過度な余剰が発生しないよう原則毎月使い切れる紙おむ

つ等を注文してください。隔月配送もできます。 

毎月又は隔月固定の商品を配達する場合は、毎月の注文

は不要です。 

毎月１５日～２０日頃の間に納品します。 

※ 支給決定後、次年度以降の申請は自動継続になり、毎年の申請は不要となります。

なお、カタログは毎年４月初旬までに送付します。 

 

※ 毎年６月に、対象高齢者及び申請者の世帯の市区町村民税課税状況を確認し、どな

たか一人でも課税された場合は廃止です。市から廃止決定通知を送付します。年度途

中で遡って課税世帯となった場合には、支給済額を返還していただきます。年度途中

で課税状況が変更になった場合は、高齢介護課高齢福祉係にご連絡ください。 

 

※ 要介護度の変更に伴い、支給限度額に変更が生じる場合は、市から変更通知を送付

します。要介護３未満となった場合は、支給廃止となり廃止決定通知を送付します。 

 

※ 次に該当する場合は、手続きが必要ですので、高齢介護課高齢福祉係にご連絡くだ

さい。 

●特別養護老人ホーム、老人保健施設に入所された場合 

●事情により紙おむつ等の支給が不要となった場合 

→廃止申請書をご提出ください。 

  ●事情により紙おむつ等の支給を休止する場合 

   →変更申請書をご提出ください。 

（入院の場合も休止で変更申請書の提出が必要です。退院時も連絡ください） 

●対象高齢者及び申請者（受給者）に変更があった場合（住所、連絡先等の変更も 

含む。）や配送先その他の変更があった場合 

→変更申請書をご提出ください。 

 

事務担当 逗子市福祉部高齢介護課高齢福祉係 

   電話 046-873-1111（内線 252.253）  


